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令和４年９月大竹市議会定例会（第５回）議案の概要  
 議案番号 件       名 内             容 提案説明者 
 

１ 

 
報告第７号  

専決処分の報告について 
（事故による和解及び損害賠償額の決

定） 
（健康福祉部地域介護課） 

 
 事故による和解及び損害賠償額の決定について、地方自治法第１８０条

第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定により報告する

もの。 
１ 専決処分年月日 令和４年８月１０日 
２ 事故の概要 
  令和４年８月１日午前１０時３０分頃、職員が公用車を運転していた 
際に、三叉路を右折したが、前方から大型車両が対向してきたため進路

を譲ろうと元の道路にバックで戻ったところ、宅地内に駐車していた車

両に接触し、車両の右前方下部のバンパーに擦り傷及び塗装痕を生じさ

せたもの。 
３ 損害賠償の額 
  ６６，１６５円  

 
健康福祉

部 長 

 

２   

議案第 35号 

 

公平委員会委員の選任の同意について 

（総務部総務課） 

 

 

公平委員会委員 望もう戸こ  洋志
ひろ し

氏 が、令和４年１０月２９日をもって任期
満了となるので、引き続き同氏を選任することについて、地方公務員法第

９条の２第２項の規定により、市議会の同意を求めるもの。 
 

 

市 長 

 

３   

議案第 36号 

 

教育委員会委員の任命の同意について 

（総務部総務課） 

 

教育委員会委員 池田
いけ だ

 良
よし

枝
え

 氏が、令和４年１２月１０日をもって任期

満了となるので、引き続き同氏を任命することについて、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、市議会の同意を求

めるもの。 
 

 

市 長 
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 議案番号 件       名 内             容 提案説明者 
 

４   

議案第 37号 

 

職員の育児休業等に関する条例の一部改正

について 

（総務部総務課） 

 

 

１ 改正の理由 
  地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、職員の育児

休業等に関する条例の一部を、国家公務員の育児休業について定めた人事

院規則の改正に準じて改正するもの。 
２ 改正の主な内容 
(１) 育児休業の取得回数が原則１回までから原則２回までに変更さ

れたことに伴い、再度の育児休業取得に係る「条例で定める特別の事

情」に関する規定を整理するもの。 

(２) 非常勤職員が、子どもの出生日から５７日間以内に育児休業を取

得する場合の任用期間の要件を緩和するもの。 

(３) 非常勤職員が１歳以降の子どもの育児休業を取得する場合につ

いて、夫婦交替での取得や、特別の事情がある場合の柔軟な取得を可

能とするための規定を整理するもの。 
３ 施行期日 
  令和４年１０月１日 
 

 
総務部長 
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 議案番号 件       名 内             容 提案説明者 
 

５   

議案第 38号 

 

大竹市税条例等の一部改正について 
（市民生活部市民税務課） 

 

 

１ 改正の理由 

地方税法等の一部改正に伴い、大竹市税条例等の一部を改正しようと

するもの。 
２ 改正の主な内容 

 ≪第１条関係≫ 

(１) 個人の市民税に関する改正点 

  ア 住宅ローン控除の見直しについて 

住宅ローンの年末残高の一定額のうち、個人の市民税から一定期

間控除する住宅ローン控除について適用要件を見直した上で、適用

対象期間を４年延長し、令和７年１２月末の入居までとするととも

に、適用控除期間についても１３年間に延長し、最大で令和２０年

度分までとするもの。 
【施行期日】令和５年１月１日 

イ 上場株式等の配当所得等に対する個人の市民税の課税について 

金融所得課税における公平性の観点から、所得税において一定の

課税方式の適用を受ける旨の記載がある確定申告書が提出された

場合のみ、所得税と同一の課税方式が適用されることになるもの。 
【施行期日】令和６年１月１日 

ウ 給与所得者及び公的年金等受給者が提出する「扶養親族申告書」

について 

  配偶者等が退職手当等の支給を受けた場合に配偶者控除等の適

用となるために、申告書へ生計同一の配偶者等の氏名を記載するよ

う、見直しされたもの。 
  【施行期日】令和５年１月１日 （一部は令和６年１月１日） 

(２) 固定資産税に関する改正点 

固定資産税課税台帳の記載事項に係る証明書を交付するにあた

り、ドメスティック・バイオレンス被害者等の保護の観点から、証

明書に記載されている登記名義人等の住所が、ドメスティック・バ

イオレンス被害者等である旨の申出を行った者である場合に、本来

の住所ではなく「住所に代わる事項」を記載できる特例措置が新設

されたもの。 

 
市民生活

部 長  
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 議案番号 件       名 内             容 提案説明者 
 

   

 

 

 

 

【施行期日】令和６年４月１日 

≪第２条関係≫ 

令和４年度税制改正に係る個人市民税の改正に伴い、令和３年条

例の改正規定について、地方税法の改正による引用条項の整理を行

ったもの。 

【施行期日】令和５年１月１日 （一部は令和６年１月１日） 

   

 
市民生活

部 長  
 
６  

議案第 39号 

 

大竹市水道条例の一部改正について 

（上下水道局） 

 

１ 要旨 
水道料金を改定するため、大竹市水道条例の一部を改正しようとする

もの。 
２ 改正の主な内容 
(１) 水道料金の改定について 

・改定率５．５％ 

・水道メーター使用料を廃止し、口径別の基本料金に移行 

・「共用」と「臨時用」の用途を廃止し、それぞれ「一般用」と「業 

 務用」に統合 

・基本水量の引き下げ（一般用：10㎥→8㎥、業務用：20㎥→8㎥） 

(２) その他の改正について 

・支払請求権の放棄（債権放棄）の規定の整理（消滅時効に限らず、

回収が見込まれないものについて放棄できるよう改める。） 

３ 施行期日等 
(１) 施行期日 

令和５年２月１日 

(２) 経過措置 

ア 改正後の水道料金の規定は、４月検針分（２月・３月利用分）か

ら適用する。 
イ この条例の施行の際現に臨時用の用途で使用しているものに係

る水道料金については、なお従前の例による。 
 

 
上下水道

局 長  
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 議案番号 件       名 内             容 提案説明者  
７  

議案第 40号 

 
大竹市下水道条例等の一部改正につい

て 

（上下水道局）  
１ 要旨 
下水道料金を改定するため、大竹市下水道条例の一部を改正し、併せ

て、大竹市漁業集落排水処理施設条例及び大竹市農業集落排水処理施設

条例の一部を改正しようとするもの。 
２ 改正の主な内容 
(１) 使用料の改定について 

区 分 概 要 

公共下水道 ・改定率８％ 

・水道料金と合わせて用途及び基本水量を改定（「共

用」と「臨時用」の用途の廃止、基本水量の引き

下げ） 

漁業集落排水 ・公共下水道と同じ料金体系となるように改定 

農業集落排水 ・基本使用料は公共下水道と同額とし、人員割使用

料は１人当たりの使用水量を仮定して下水道使

用料の料金により設定 

(２) その他の改正について 

・一般用以外の用途で、水道水以外の水を排水しているものには、原

則として量水器を設置させることとする（新規のものが対象）。 

３ 施行期日等 
(１) 施行期日 

令和５年２月１日 

(２) 経過措置 

ア 改正後の使用料の規定は、４月検針分（２月・３月利用分）から

適用する。 
イ この条例の施行の際現に臨時用の用途で使用しているものに係

る下水道使用料及び漁業集落排水施設使用料については、なお従前

の例による。  

 
上下水道

局 長  
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 議案番号 件       名 内             容 提案説明者  
８ 

 

議案第 41号 

 
工事請負契約の締結について 
〔大竹小学校プール建設工事（建築主

体工事）〕 

（建設部監理課） 
 
１ 工 事 名 大竹小学校プール建設工事（建築主体工事） 

２ 工事場所 大竹市白石二丁目地内 

３ 契約方式 一般競争入札 

４ 請負金額 ３１３，５００，０００円 

５ 請 負 者 広島県大竹市立戸四丁目１番４７号 

       株式会社三洋技建 

６ 工  期 議決の日の翌日から令和５年９月２９日まで 

 

（工事概要） 

   構造規模 ・鉄筋コンクリート造（壁式）平屋建ての建屋 ２２６．２６㎡   

        ・ＦＲＰ製メインプール   ２５ｍ×６レーン 

        ・ＦＲＰ製サブプール    ９×８．１ｍ 
 

   工事内容 建築工事、外構工事  

 
建設部長  
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 議案番号 件       名 内             容 提案説明者  
９ 

 

議案第 42号 

 
令和３年度大竹市水道事業会計剰余金

の処分及び決算の認定について 
（上下水道局）  

１ 令和３年度大竹市水道事業会計剰余金の処分について、市議会の議決

を求めるもの。 

○未処分利益剰余金の処分 
・未処分利益剰余金の当年度末残高   １７９，８０２，２１６円 
・減債積立金の積立            ２，０００，０００円 
・建設改良積立金の積立         １９，８００，０００円 

２ 令和３年度大竹市水道事業会計決算について、地方公営企業法第３０

条第４項の規定により、市議会の認定に付するもの。 

○年間有収水量       ３，２０４，０８５㎥ 
○建設改良事業  ４２９，１８８，８８６円 
（主な事業：防鹿水源地１号ろ過池改良工事 １２９，０８７，２００円 

防鹿水源地３号ろ過池改良工事（繰越分） １２５，６９８，１００円） 
○収益的収支 
・収 入 総 額            ５３２，５６１，６９０円 
・支 出 総 額            ４９３，０７３，５６４円 
・差引利益額             ３９，４８８，１２６円 
○資本的収支 
・収 入 総 額            ２４３，７４５，９５２円 
・支 出 総 額            ４７８，０７７，３９５円 
・差引不足額            ２３４，３３１，４４３円 
△不足額の補てん財源内訳   
・当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 ３６，４７６，７０５円 
・過年度分損益勘定留保資金    １９７，８５４，７３８円  

 
上下水道

局 長  
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 議案番号 件       名 内             容 提案説明者  
10 

 

議案第 43号 

 
令和３年度大竹市工業用水道事業会計

剰余金の処分及び決算の認定について 
（上下水道局）  

１ 令和３年度大竹市工業用水道事業会計剰余金の処分について、市議会

の議決を求めるもの。 

○未処分利益剰余金の処分 
・未処分利益剰余金の当年度末残高   ３２，８３６，０８２円 
・減債積立金の積立          ３２，８３６，０８２円 
・建設改良積立金の積立                 ０円 

２ 令和３年度大竹市工業用水道事業会計決算について、地方公営企業法

第３０条第４項の規定により、市議会の認定に付するもの。 

○年間有収水量     １０，８６５，２９６㎥ 
○建設改良事業   ２４，５４８，７００円 

   （主な事業：第１期工業用水道送水ポンプ高圧ケーブル更新工事 １９，５８０，０００円 
○収益的収支 
・収 入 総 額            ５０９，２６２，１３９円 
・支 出 総 額            ３９５，９１８，３２１円 
・差引利益額            １１３，３４３，８１８円 
○資本的収支 
・収 入 総 額            １５８，１００，０００円 
・支 出 総 額            ４９３，９４７，６９９円 
・差引不足額            ３３５，８４７，６９９円 
△不足額の補てん財源内訳 
・当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額  ２，２３１，７００円 
・過年度分損益勘定留保資金    １６８，８４５，３９７円 
・当年度分損益勘定留保資金    １６４，７７０，６０２円  

 
上下水道

局 長  
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 議案番号 件       名 内             容 提案説明者  
11 

 

議案第 44号 

 
令和３年度大竹市公共下水道事業会計

剰余金の処分及び決算の認定について 

（上下水道局）  
１ 令和３年度大竹市公共下水道事業会計剰余金の処分について、市議会

の議決を求めるもの。 

○未処分利益剰余金の処分 
・未処分利益剰余金の当年度末残高  ５０４，２８８，５８０円 

  ・減債積立金の積立           ３，９００，０００円 
  ・建設改良積立金の積立        ３８，６００，０００円 
２ 令和３年度大竹市公共下水道事業会計決算について、地方公営企業法

第３０条第４項の規定により、市議会の認定に付するもの。 

○年間総処理水量     ７，５４３，２１１㎥ 
○建設改良事業   ６３７，６３０，３４１円 
（主な事業：大竹下水処理場汚泥掻き寄せ機・ゲート設備等改築更新工事（繰越）  

２０１，８５３，３００円 
大竹下水処理場中央監視装置改修工事  １９，８００，０００円） 

○収益的収支 
・収 入 総 額            ９５８，３１３，０４６円 
・支 出 総 額            ８８１，１２１，４１０円 
・差引利益額             ７７，１９１，６３６円 
○資本的収支 
・収 入 総 額            ７４２，９５５，７３７円 
・支 出 総 額            ８３３，５８４，２０７円 
・差引不足額             ９０，６２８，４７０円 
△不足額の補てん財源内訳 
・当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 １９，１３６，６９５円 
・過年度分損益勘定留保資金     ３７，２８２，５０２円 
・当年度分損益勘定留保資金     ３４，２０９，２７３円  

 
上下水道

局 長  
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 議案番号 件       名 内             容 提案説明者  
12 

 

議案第 45号 

 
令和４年度大竹市一般会計補正予算 
（第５号） 

（総務部企画財政課）  
１ 歳入歳出予算の補正 
 ○補正予算額                ５７７，３０２千円 
 （詳細は次頁３ 補正予算の内訳のとおり） 
 ○予算総額              １６，１７９，９３８千円 
２ 繰越明許費の補正 
 ○追加 

款 項 事業名 金額 
３ 民生費 ２ 児童福祉費 市立保育所等整備事業 23,210千円 

８ 土木費 ６ 都市計画費 大竹駅周辺整備事業 2,750千円 
 

 
副 市 長  
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３ 補正予算の内訳       
○歳出   ○歳入（歳出に充当する財源） (単位：千円) 

款 説明 補正額 款 説明 補正額 備考 

2 総務費 
基金管理事業 454,750          

戸籍住民基本台帳事務 7,935 14 国庫支出金 マイナポイント事業費国庫補助金 7,935   

4 衛生費 
新型コロナウイルスワクチン

予防接種推進事業 
97,630 

14 国庫支出金 
新型コロナウイルスワクチン接種対策費国

庫負担金 
56,094   

14 国庫支出金 
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保

事業費国庫補助金 
41,536   

8 土木費 

道路・橋りょう新設、改良事業 7,000 14 国庫支出金 米空母艦載機部隊配備特別交付金（土木費） 6,000   

大竹駅周辺整備事業 0      

  14 国庫支出金 米空母艦載機部隊配備特別交付金（土木費） △ 12,782 
財源充当補

正 

9 消防費 消防団活動推進事業 786 20 諸収入 消防団員安全装備品整備等助成金 782   

10 教育費 

小学校管理運営事業 991 18 繰入金 教育振興基金繰入金 991   

小学校教育振興事業 1,285          

中学校教育振興事業 2,427          

学校連携・子どもの居場所づく

り事業 
1,836 

14 国庫支出金 子ども・子育て支援交付金 612   

15 県支出金 子ども・子育て支援県交付金 612  

給食センター運営事業 2,662      

  

  
19 繰越金 前年度繰越金 20,772 

対応する歳

入のない歳

出に充当 

  20 諸収入 ボートレース事業収入 454,750 

対応する歳

入のない歳

出に充当 

合     計 577,302   合     計 577,302    
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議案第 46号 

 
令和４年度大竹市介護保険特別会計補

正予算（第１号） 
（総務部企画財政課）  

１ 歳入歳出予算の補正 
 ○補正予算額                 ４５，６４５千円 
 ○予算総額               ２，７５４，２８５千円 
【補正予算の内容】 
 （歳入） 
・介護給付費準備基金繰入金             ９３千円 
・前年度繰越金               ４５，５５２千円 

 （歳出） 
・国庫補助金等返還金            ４５，６４５千円  

 
副 市 長  

 
14 

 

議案第 47号 

 
令和４年度大竹市公共下水道事業会計

補正予算（第１号） 
（上下水道局）  

１ 継続費の総額及び年割額の補正 
  大竹下水処理場し尿等前処理施設建設工事業務 

〇総額 ３１８，０００千円を  
 総額 ４０６，０００千円に改める。 
〇年割額 令和５年度 ２４５，０００千円を 
 年割額 令和５年度 ３３３，０００千円に改める。  

 
上下水道

局 長  
 


